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日
高
御
坊
來
由

一
、
日
高
御
坊
と
申
は
人
皇
一
百
六
代

後
奈
良
院
の
御
宇
に
在
田
・
日
高
・
牟
婁
三
郡
の
領
主
湯
川
直
光
入
道
政
岸
の
草

壬
辰

（
細
川
晴

創
し
給
ふ
な
り
。
其
来
由
は
天
文
元

年
、
細
川
・
三
好
両
家
の
確
執

に
、
湯
川
家

元
・
三
好
海
雲
ヲ
河
内
國
本
願
寺
ニ
攻
め
圍
み
海
雲
不
叶
し
て
終
ニ
自
殺
す
と
い
ふ
）

細
川
の
手
に
属
し
河
内
に
發
向
し
敵
城
よ
り
押
し
寄
を
数
日
挑
ミ
戦
ひ
し
に
、
細

川
勢
敗
績
ニ
及
び
湯
川
の
手
勢
も
若
干
討
死
ゆ
へ
に
、
山
科
本
願
寺
に
使
を
立
て

ゝ
上
人
を
願
み
奉
り
け
り
。
法
主
光
教
承
諾
ま
し

す
。
和
河
両
国
之
門
徒
へ

く

御
書
き
を
下
し
、
直
光
の
軍
を
助
け
志
む
。
因
り
て
直
光
大
勝
利
を
得
て
本
領
に

帰
陣
す
。
此
時
上
人
よ
り
騎
馬
三
十
人
の
兵
を
副
へ
、
南
紀
小
松
原
の
居
城
に
送

り
給
ふ
。
皈
説
直
光
此
度
の
軍
に
勝
利
を
得
し
は
、
全
く
上
人
の
高
徳
、
其
上
御

立
教
を
も
聴
聞
し
出
離
の
一
大
事
を
會
得
し
、
二
世
の
大
利
を
蒙
り
給
ふ
ゆ
へ
、

此
芳
恩
を
い
つ
の
世
に
か
忘
る
べ
き
と
て
、
吉
原
浦
に
一
宇
の
御
堂
を
建
立
し
給

ひ
け
り
。

一
書
ニ
曰

天
文
年
中
湯
川
政
岸
河
内
國
に
て
、
四
國
の
三
好
家
と
相
戦
ひ
、
政
岸
打
負
け

本
願
寺
に
願
入
、
其
願
に
て
其
軍
理
運
ニ
相
成
り
本
領
に
皈
陣
せ
し
め
、
本
願

寺
へ
御
礼
の
爲
日
髙
郡
吉
原
と
申
所
へ
御
堂
建
立
す
云
ふ
。



一
書
ニ
曰

天
文
元
年
湯
川
民
部
太
輔
直
光
攝
州
江
口
ニ
テ
三
好
長
慶
と
戰
ひ
敗
北
せ
し
時

？

本
願
寺
證
如
上
人
、
直
光
が
軍
を
助
け
て
騎
馬
三
十
人
を
副
へ
て
小
松
原
の
城

に
皈
ら
し
む
。
直
光
其
恩
を
謝
せ
ん
爲
ニ
吉
原
に
御
堂
を
建
立
す
と
云
ふ
。

天
文
元
年
ハ
三
好
長
慶
幼
少
に
し
て
母
と
共
に
、
河
内
國
本
願
寺
の
囲
ミ
を
忍
び
出
で
ゝ
阿
波

國
に
遁
る
と
い
へ
り
。

考
ふ
る
べ
し

一
書
ニ
曰

享
禄
元
年
細
川
・
三
好
両
家
の
確
執
ニ
湯
川
家
、
細
川
の
手
ニ
属
し
、
河
内
ニ

發
向
し
敵
城
ニ
押
寄
数
日
挑
戦
し
に
、
細
川
勢
終
ニ
敗
績
に
及
び
け
り
。
此
時

湯
川
の
手
勢
完
竟
の
勇
士
若
干
討
死
せ
し
ゆ
へ
に
、
主
人
其
場
を
遁
れ
石
山
本

願
寺
へ
駈
込
、
下
間
刑
部
に
法
橋
を
以
上
人
に
頼
ミ
奉
り
け
り
。
證
如
上
人
承

諾
在
て
暫
く
廢
軍
の
労
れ
を
慰
め
、
紛
散
せ
し
士
卆
も
主
人
の
所
在
を
聞
き
傳

へ
、
尋
ね
來
り
て
皈
國
を
勧
め
け
れ
ば
、
上
人
聞
召
さ
れ
其
人
数
に
て
ハ
不
足

な
り
と
て
、
一
騎
當
千
の
武
士
拾
六
騎
相
添
へ
、
本
國
日
髙
小
松
原
之
城
へ
無

事
ニ
届
け
玉
ふ
。
如

斯
厚
き
御
加
恩
を

蒙
り
玉
ふ
故
、
其
報
恩
の
た
め
に
と

て
、

天
文
元

年
當
郡
吉
原
浦
へ
御
堂
建
立
す
と
云
ふ
。

壬
申

享
禄
元
年
ハ
證
如
上
人
十
三
才
山
科
似
御
在
住
、
天
文
元
年
八
月
二
十
四
日
上
人
十
七
歳
、
山

科
御
焼
失
、
夫
よ
り
石
山
を
以
て
御
本
山
と
す
。

考
ふ
べ
し



禄
ナ
ラ
ン
カ

●

享
保
十
九
年
賢
藝
の
南
紀
ニ
畠
山
高
政
と
三
好
長
慶
と
の
戰
ひ
、
直
光
討
死
の

●

実
記
以
て
薗
御
坊
の
來
由
と
せ
し
は
、
大
な
る
非
な
り
用
べ
か
ら
ず
。

直
光
靈
夢
を
感
ず
る
に
よ
り
て
、
在
田
郡
星
尾
山
神
光
寺
の
靈
佛
立
像
の
阿
弥
陀

如
来
像
を
安
置
し
、
僧
了
賢
な
る
も
の
を
以
晢
く
勤
役
を
し
む
。
或
時
直
光
情
お

も
へ
ら
く
、
諸
国
千
戈
不
治
世
の
中
な
れ
ば
、
我
等
も
戦
場
に
討
死
せ
じ
て
、
誰

が
此
坊
舎
を
守
護
す
る
も
の
あ
ら
ん
と
て
、
二
男
治
部
少
輔
信
春
を
招
き
、
汝
出

家
し
て
此
寺
に
住
す
べ
し
。
幸
ひ
な
る
か
那
蓄
妻
狹
子
の
宗
義
と
あ
れ
ば
、
假
令

湯
川
の
家
滅
ぶ
と
も
汝
の
子
孫
は
相
續
す
べ
し
。
さ
あ
ら
ば
永
く
此
寺
の
守
護
職

と
し
て
、
浪
花
の
御
坊
を
崇
敬
し
一
門
の
後
世
を
弔
ふ
べ
し
と
、
念
比
に
教
訓
な

ね
ん
ご
ろ

り
け
れ
ば
、
信
春
は
父
の
命
ニ
從
ひ
給
ふ
。
剃
髪
し
て
法
名
唯
可
と
號
す
。
或
時

石
山
本
願
寺
へ
参
上
し
、
一
宇
建
立
志
願
の
旨
父
直
光
の
素
懐
な
り
と
具
に
言
上

す
。
證
如
上
人
御
感
淺
か
ら
ず
。
唯
可
を
召
し
て
法
名
を
祐
存
と
下
し
給
り
、
猶

上
人
の
御
自
影
を
給
り
、
尊
重
限
り
な
か
り
け
り
。
其
後
天
正
三

年
顕
如
上

乙
亥

人
よ
り
、
右
御
存
生
の
御
真
影
故
親
し
く
御
拝
覧
在
ら
せ
ら
れ
し
度
旨
に
付
、
早

速
供
奉
申
て
差
出
し
け
れ
ば
、
其
時
御
裏
御
添
書
ヒ
候
左
之
通
り
。

本
願
寺

釋
證
如

御
判

釋
顯
如

御
判

證
如
上
人
真
影

天
正
三
載

三
月
九
日
書
之

乙
亥



紀
刕
日
田
河
郡
吉
原
坊
舎
常
住
物

右
の
御
堂
左
之
通
り

一
表
拾
間

一
裏
拾
壱
間

東
西
三
十
八
間

一
境
内

一
築
地
高
サ
八
尺
上
口
壱
間

南
北
四
十
五
間

一
堀
上
口
八
間

一
撞
楼
壱
間
半
四
方

然
處
天
正
十
三

年
太
閤
秀
吉
公
當
國
へ
御
勢
發
向
の
砌
、
海
陸
の
軍
勢
中
々

乙
酉

難
防
ク
故
ニ
湯
川
本
城
を
開
き
熊
野
へ
落
行
給
ふ
。
其
れ
ゆ
へ
上
方
の
甲
乙
人
一

郡
ニ
充
満
し
て
、
神
社
佛
閣
の
差
別
な
く
狼
藉
の
放
火
ニ
、
吉
原
野
御
堂
諸
宇
余

吉
原
の
寺
跡
は
今
の
松
見
寺
の
地
是
也
。
同
寺
は
も
と

残
回
禄
す

此
時
御
本
尊
を
ば
薗
浦
の

淨
土
眞
宗
な
り
し
に
寛
永
十
二
年
に
天
台
宗
ニ
改
宗
す

住
人
岩
崎
園
宗
守
護
し
奉
り
、
御
影
は
住
僧
祐
存
供
奉
し
て
共
に
熊
野
ニ
落
行
け

り
。
翌
十
四
年
漸
く
郡
中
靜
謚
ニ
な
り
け
れ
ば
、
郡
中
の
僧
俗
心
を
合
せ
薗
浦
の

ひ
つ

今
の
御

椿
原
と
申
所
へ
仮
堂
を
立
て
ゝ
、
都
合
拾
年
の
間
此
地
に
在
し

け
る
。

く

坊
村
古

寺
内
と
申

或
時
御
本
尊
失
せ
て
御
所
在
存
ニ
智
し
ざ
れ
ば
、
郡
中
野
門
徒
所
々
方
々

す
処
是
也

訪
ね
け
る
に
、
有
田
郡
星
尾
村
神
光
寺
ニ
有
之
由
聞
へ
け
れ
ば
、
見
届
の
た
め
門

徒
両
三
人
立
越
し
窺
ひ
し
に
、
相
違
も
な
け
れ
ど
用
心
嚴
敷
し
て
い
、
願
て
取
に

？

來
ば
打
果
さ
ん
な
ど
、
沙
汰
し
け
け
ば
人
々
是
に
恐
れ
て
暫
く
扣
へ
居
け
る
に
、

財
部
村
の
住
人
久
左
衛
門
と
い
ふ
人
、
我
こ
そ
取
り
皈
し
奉
ら
む
と
て
、
彼
地
へ



立
越
し
難
な
く
供
奉
し
て
、
再
び
假
堂
に
安
置
し
奉
り
け
り
け
り
。
是

備

に
久
左

ひ
と
え

衛
門
の
出
精
ゆ
へ
、
其
巳
來
正
月
の
御
供
物
鏡
餅
を
右
の
子
孫
へ
贈
り
遣
し
て
、
其

功
賞
し
來
り
ぬ
。
其
後
文
禄
四

年
浅
野
紀
伊
守
殿
御
代
、
佐
竹
伊
賀
殿
守
奉
行

乙
未

と
し
て
、
薗
浦
・
嶌
村
両
村
の
荒
地
に
て
、
四
町
四
方
の
境
地
を
賜
は
り
、
地
名
を

御
坊
町
と
称
し
、
髙
七
十
八
石
八
斗
一
合
、
此
町
六
町
九
反
七
畝
三
歩
、
諸
役
御
赦

免
成
し
給
は
る
。
則
今
の
地
是
也
。

右
之
御
堂
境
内
左
の
通
り
。

一
表

五
十
間

一
裏

四
十
間

入
山
三
方
寺
の

記

彼
假
堂
を
茲
に
移
し
夫
れ
よ
り
三
拾
六
年
後
、
寛
永
七

年
京
都
本
山
よ
り
奉

庚
午

行
下
向
あ
り
て
御
堂
再
建
し
給
ひ
け
り

録
に
は
寛
文

一
表

拾
間

一
裏

拾
間
半

七
年
ト
ア
リ

東
西
三
十
二
間

（
森
）

一
屋
敷

一
築
地

高
サ
八
尺
上
口
一
間

南
北
四
十
五
間

一
鐘
樓

一
間
半
四
方

乙

草
創
以
來
寺
號
無
之
、
公
辺
ニ
於
て
も
い
か
に
思
召
さ
れ
け
る
処
。
寛
永
十
二

年
京
都
本
山
御
影
堂
御
再
建
ニ
付
、
郡
内
の
僧
俗
心
を
合
せ
當
日
髙
山
中
よ
り

亥槻
材
木
伐
り
出
し
献
上
す
。
此
時
前
住
准
如
上
人
之
御
影
御
下
附
相
成
る
。
御
礼

の
爲
眞
了
坊
祐
玄
上
洛
候
處
八
木
藏
人
を
以
て
、
何
な
り
と
も
望
の
筋
申
上
げ
扁

く
旨
宣
命
を
蒙
り
、
眞
了
を
召
し
て
西
圓
寺
と
下
し
給
ふ
。
因
り
て
御
坊
西
圓
寺

円

と
稱
し
來
り
候
な
り

巳

上



祐
存

開
基
以
来
二
世

の
間
寺
號
無
之
、
公
辺
に
於
て
も
い
か
ゝ
に
も
思
召
け
る
處
、

祐
圓

第
三
世
眞
了
坊
祐
玄
の
代
に
爲
り
、
京
都
本
山
御
影
堂
再
建
に
付
、
郡
内
の
僧
俗
心

を
一
に
し
、
當
日
髙
山
中
よ
り
槻
材
木
伐
り
出
し
献
上
せ
ら
れ
け
る
。
此
時
前
住
准

如
上
人
の
御
影
御
免
被
下
、
四
月
十
六
日
付
を
以
當
御
坊
へ
御
堂
衆
、
光
瀬
寺
殿
供

奉
御
下
向
御
移
徒
、
御
法
會
御
執
行
被
爲
在
候
、
夫
ニ
付
早
速
眞
了
坊
上
洛
御
願
申

？

上
ぐ
扁
き
の
慮
、
御
影
堂
御
用
材
御
取
持
の
爲
、
東
西
ニ
奔
走
し
且
又
宗
旨
の
改
、

秘
事
法
門
の
族
、
皈
宗
の
扱
い
等
ニ
力
を
尽
し
暇
な
か
り
け
れ
ば
、
漸
く
八
月
下
旬

上
京
右
木
の
次
第
八
木
藏
人
・
仝
隼
人
両
人
を
以
具
ニ
言
上
ニ
及
び
け
る
處
、
御
門

主
良
如
上
人
御
感
不
斜
、
眞
了
を
召
し
て
向
後
寺
號
を
西
圓
寺
と
稱
す
べ
き
な
り
、

直
ニ
仰
を
蒙
り
奉
る
。
干
時
寛
永
十
二

年
八
月
廿
七
日
（
御
遣
書
ハ
廿
八
日
也
）

乙
亥



御
寺
内
御
検
地
之
写

御
坊
町
寺

東
町

弐
百
参
拾
八

一
屋
敷
弐
畝
九
歩

髙
三
斗
二
升
二
合

寺

〃

弐
百
参
壱
九

一
上
畑
壱
畝
拾
弐
歩

髙
弐
斗
三
合

〃

弐
百
四
拾

一
屋
敷
弐
拾
四
歩

髙
一
斗
一
升
二
合

喜
右
衛
門

是
ハ
一
畝
二
十
八
歩

二
斗
三
升
八
合
之
内
林
兵
衛
林
庵
ト
分
地

〃

弐
百
五
拾
弐

一
同
五
畝
三
十
一
歩

高
七
斗
九
升
八
合

市
右
衛
門

弐
百
六
十
八

一
中
畑
二
十
四
歩

高
一
斗

善
右
衛
内

是
ハ
一
畝
十
五
歩

一
斗
八
升
七
合
五
勺
之
内
林
兵
衛
林
庵
ト

高
合
一
石
五
斗
三
升
五
合

分
地

田
高

一
石
二
斗
二
升
二
合

内

畑
高

三
斗

三
合

寺
分
他
屋
敷

東
町

弐
百
六
十

一
中
畑
弐
畝
拾
弐
歩

善
右
衛
門



内
弐
拾
四
歩
屋
敷
成
り

高
一
斗
一
升
二
合

内
一
斗
二
合
屋
敷
増
高

壱
畝
拾
八
歩
畠

高
二
斗

高
合

三
斗
一
升
二
合

田
高

壱
斗
一
升
二
合

内
畑
高

弐
斗

西
圓
寺
屋
敷

中
町

弐
百
三

一
上
畑
壱
畝
六
歩

高
一
斗
七
升
四
合

西
了

中
町

弐
百
四

一
屋
敷
壱
畝
二
十
一
歩

高
二
斗
三
升
八
合

西
了

高
合

四
斗
一
升
二
合

惣
高
合

二
石
二
斗
五
升
九
合

此
地
ハ
御
堂
御
再
建
ハ
准
如
上
人
之
御
代
住
僧
ハ
西
了
坊
祐
圓
也
。

夫
よ
り
眞
了
坊
・
祐
玄
律
師
・
祐
賢
法
橋
師
・
秀
賢
法
橋
右
四
代
之

間
御
堂
よ
り
御
年
貢
相
違
な
く
上
納
仕
來
候
處
。
六
世
超
渓
勝
手
不

如
意
ニ
付
右
屋
敷
畑
共
、
享
保
八
年
卯
九
月
代
銀
七
百
目
餘
に
て
東

町
井
筒
屋
源
右
衛
門
へ
讓
り
申
候
處
。
後
元
文
四
年
未
ノ
霜
月
、
右

の
屋
敷
・
畑
共
御
堂
ヘ
寄
附
被
致
、
以
来
御
年
貢
御
堂
よ
り
毎
年
上

納
申
事
に
候
。



八
木
隼
人

寺
號
御
免
は
寛
永
十
二
年
八
月
廿
七
日
西
圓
寺
眞
了

取
次

肝
煎
也

八
木
藏
人

今
度
日
高
郡
よ
り
槻
材
木
献
上
御
御
馳
走
申
上
候
。
御
褒
美
ニ
被
下
候
者
也
。
又

日
高
郡
宗
旨
の
改
有
之
ニ
付
、
日
高
郡
の
分
は
眞
了
と
判
せ
ら
れ
候
。
寺
號
無
之

？

候
ニ
付
如
何
の
由
、
郡
奉
行
小
林
善
左
衛
門
其
外
・
日
高
郡
小
泉
長
兵
衛
・
御
代

官

両
人
な
が
ら
同
事
ニ
被
申
候
。
故
眞
了
上
洛
右
隼
人
・
藏
人
両
人
を
以
申
上

□
候
。
御
門
跡
様
ら
聞
尋
被
下
候
也
。
即
両
人
方
よ
り
小
林
善
右
衛
門
・
小
泉
長
左

衛
門
方
へ
書
状
を
送
り
候
者
也
。

薗
御
坊
住
職
歴
代

一
第
一
世

祐
存

湯
川
中
務
少
輔
直
春
の
舎
弟
治
部
少
輔
春
信
初
唯
可
と
稱
し
、
後
證
如
上
人

よ
り
祐
存
と
付
給
ふ
。
又
眞
西
と
も
號
す
。
隠
居
し
て
秋
蝉
居
士
と
い
ふ
。

好
ん
で
笛
を
吹
く
。
沈
々
た
る
遙
夜
ニ
夢
も
締
ば
ず
、
枕
ニ
す
だ
く
蟲
の
聲

々
い
と
ゞ
淋
し
き
折
柄
ニ
、
笛
を
取
出
し
て
志
ら
扁
け
る
に
忽
蟲
の
音
止

む
。

虫
類
も
笛
の
音
を
感
ず
る
と
覺
ゆ
。
夫
よ
り
此
笛
を
虫
お
ひ
と
い
ふ
。

八
拾

貳
歳
に
て
往
生
す
。

一
第
弐
世

祐
圓



天
正
十
三
年
湯
川
落
城
、
一
族
熊
野
へ
落
行
。
此
時
直
春
の
伯
父
湯
川
安
藝

守
宗
慶
、
其
子
息
右
近
生
年
九
歳
な
り
け
れ
ば
、
汝
此
ノ
度
我
供
難
叶
、
跡

に
残
り
て
信
春
入
道
の
養
子
と
成
り
、
一
門
の
後
世
を
弔
ふ
べ
し
と
申
け
れ

ば
、
右
近
は
父
の
袂
ニ
す
が
り
、
言
葉
は
な
く
て
涙
な
が
ら

立
わ
か
れ
い
つ
か
は
父
を
三
熊
野
の

神
よ
り
外
に
た
の
む
か
た
な
し

拾
参
歳
に
て
出
家
し
て
、
西
了
坊
祐
圓
と
號
す
。
名
帳
を
作
り
門
徒
を
す
ゝ

む

一
第
三
世

祐
玄

祐
圓
の
養
子
。
薗
浦
津
本
七
左
衛
門
四
男
熊
四
郎
。
祐
圓
娘
玉
と
婚
す
。
眞

了
坊
祐
玄
と
號
す
。

一
書
ニ
曰

河
内
國
眞
超
ニ
順
て
學
門
す
。
依
り
て
眞
了
と
號
す
。
實
名

祐
玄
と
い
ふ
。
寛
永
十
二
年
八
月
大
法
主
よ
り
寺
號
を
給
ふ
。
夫
よ
り
御

坊
西
圓
寺
と
稱
す
。

高
家
竹
の
は
な
塩
路
氏
の
娘
を
娶
り
て
室
と
す

一
第
四
世

祐
賢

祐
玄
の
實
子
、
寛
文
元
年
六
月
三
日
禁
友
権
律
師
祐
賢
法
橋
ニ
被
成
下
け

る
。

舎
弟
壽
延
は
天
性
寺
ニ
住
す
。
長
男
正
元
と
申
は
弱
年
よ
り

病
身
ニ

付
、
入

山
の
道
場
へ
入
寺
致
さ
せ
候
。
三
寶
寺
是
也
。
二
男
の
秀
賢
御
坊
西

圓
寺
相

續
致
し
候
。
然
る
處
兼
て
支
配
下
高
家
道
場
年
久
敷
無
住
ニ
付
、
御

坊
西
圓

寺
よ
り
支
配
致
し
來
り
。
小
僧
共
を
遣
し
置
候
處
、
右
の
道
場
ニ
木



佛
尊
形

願
度
、
且
家
號
の
志
願
ニ
付
寂
如
上
人
の
御
代
ニ
、
西
圓
寺
の
號
を

高
家
道

場
ニ
附
し
、
木
像
尊
形
相
願
候
處
、
寛
文
四
年
辰
六
月
ニ
木
像
尊
形

御
下
附

相
成
り
、
此
時
高
家
村
西
圓
寺
願
主
祐
賢
と
御
免
ん
許
被

成
下
候

也
。
且
又

入
山
三
寶
寺
も
病
身
の
正
元
を
住
職
似
致
候
も
、
全
く
右
御
坊
西

圓
寺
よ
り

相
分
れ
候
事
故
、
先
祖
の
墓
印
も
彼
寺
内
ニ
有
之
候
。
高
家
道
場

開
基
ハ
興

国
四
年
の
記
録
ニ
相
見
へ
、
御
坊
西
圓
寺
よ
り
ハ
至
り
て
古
き
事

蹟
ニ
有
之

候
得
共
、
小
庵
故
、
子
孫
断
絶
の
後
御
坊
西
圓
寺
よ
り
支
配
し
來

り
候
事
也
。

元
禄
四
年
十
一
月
十
二
日
祐
賢
八
十
歳
ニ
而
往
生
す
。

一
第
五
世

秀
賢

祐
賢
の
次
男
ニ
し
て
三
寶
寺
正
元
の
弟
也
。
元
禄
十
三
年
八
月
二
十
四
日
權

律
師
ニ
任
ぜ
ら
る
。
法
名
親
の
通
り
權
律
師
祐
賢
法
橋
と
免
許
せ
ら
る
。
正

徳
三
年
十
二
月
二
十
六
日
六
十
歳

頓
死
。

薗
御
坊

正
徳
四
年
正
月
超
溪
二
十
三
歳
後
目
相
續
ト
云
フ

一
第
六
世

賢
藝

或

秀
賢
の
實
子
。
初
大
和
國
泊
知
ニ
随
ひ
學
問
す
。
超
溪
と
號
す
。
拾
八
歳

ニ
て
住
職
。
權
律
師
賢
藝
法
橋
と
稱
す
。
才
智
人
ニ
勝
れ
た
り

云
二
十
三
歳

と
い
へ
ど
も
、
性
質
行
状
不
宣
。
終
ニ
上
聞
ニ
達
し
享
保
十
九
年
寅
の
春
、

御
本
寺
よ
り
、
職
務
被
召
上
自
庵
高
家
道
場
西
圓
寺
へ
蟄
居
被
申
付
、
寛
保

保
三
年

六
月
五
日
高
家
西
圓
寺
ニ
卆
す
。

亥
此
時
迄
御
坊
は
西
圓
寺
と
称
志
、
高
家
ハ
唯
道
場
と
唱
ふ
。

賢
藝
隠
居
の
後
に
、
鷺
森
御
坊
役
僧
專
光
寺
御
差
向
。
暫
く
御
坊
御
留
守
居



相
勤
申
候
。

一
第
七
世

正
賢

右
ハ
三
寶
寺
正
元
の
息
也
。
享
保
元
年
子
四
月
權
律
師
に
任
ず
。
元
文
二
年

七
月
御
坊
御
留
守
居
職
被
申
付
、
夫
よ
り
御
坊
三
寶
寺
と
稱
す
。
宝
暦

丁
巳

五
年
七
拾
五
歳
に
て
隠
居
す
。

一
第
八
世

教
随

右
ハ
正
賢
の
實
子
。
寶
暦
五
年
亥
霜
月
御
坊
御
留
守
居
職
御
申
付
。
寛
政
十

一
年

年
七
十
三
歳
ニ
而
隠
居
す
。

未

一
第
九
世

賢
随

右
ハ
教
随
の
實
子
。
廿
九
歳
ニ
て
御
堂
御
留
守
居
職
御
申
付
。
二
十
ヶ
年
間

勤
役
。

一
第
十
世

賢
了

右
ハ
賢
随
の
弟
、
四
十
五
歳
ニ
而
御
留
守
居
職
被
申
付
十
一
ヶ
年
勤
役
。
文

政
十
一

年
退
役
隠
居
す
。

子

最
初
祐
存
巳
來
湯
川
正
血
之
両
寺
よ
り
、
連
綿
相
續
致
候
處
、
此
度
外
寺

へ
被
申
付
候
義
、
子
孫
之
身
ニ
と
り
て
歎
敷
候

文
政
十
亥
年
御
坊
第
十
世
御
留
守
居
役
、
三
寶
寺
賢
了
病
氣
ニ
付
役
儀
難
相

勤
退
役
願
度
ニ
付
、
右
御
留
守
居
職
ノ
義
ハ
、
湯
川
直
光
御
建
立
以
來
西
圓

寺
・
三
寶
寺
湯
川
正
血
の
両
寺
之
内
よ
り
相
勤
來
候
處
、
此
度
三
寶
寺
退
役

ニ
付
而
破
、
跡
役
の
儀
破
先
規
之
通
り
西
圓
寺
よ
り
相
勤
候
様
。
若
し
西
圓



寺
難
相
勤
旨
申
候
は
ゞ
、
西
圓
寺
の
差
圖
ニ
任
せ
、
跡
役
早
々
相
極
候
様
致

度
と
の
趣
。
三
寶
寺
よ
り
當
寺
年
行
司
財
部
村
好
淨
寺
へ
頼
み
ニ
被
参
候

處
、

好
淨
寺
よ
り
右
之
義
西
圓
寺
へ
出
意
無
之
、
自
分
相
勤
申
度
所
存
有
之

候
義

ニ
テ
、
末
寺
中
へ
度
々
寄
合
相
談
の
末
、
跡
役
の
儀
ハ
好

淨
寺
と
一

決
、
末

寺
惣
代
ニ
ハ
常
福
寺
印
形
致
し
、
鷺
森
御
記
録
所
へ
被
願
出
候
由
ニ

付
、
文

政
十
亥
九
月
西
圓
寺
住
職
賢
信
よ
り
、
日
髙
御
坊
湯
川
建
立
之
由
緒

を
申
立
、

鷺
森
御
坊
御
記
録
所
並
寺
社
御
奉
行
所
へ
、
内
存
書
を
以
再
三
願

訴

申
上
候

ニ
付
、

翌

文
政
十

一

二
月

鷺
森
御

坊
所
へ
御

召
ニ
付

罷
出
候

子

處
、
御
輪
番

所
野
專
光
寺
・
常
通
寺
列
席
ニ
而
、
色
々
御
利
害
御
諭

し
の

上
、
御
申
渡
ニ

ハ
先
達
て
巳
來
、
其
寺
歎
願
之
趣
至
極
尤
ニ
候
得
者
。
當
御

？

坊
所
御
記
録
ニ

詳
細
留
置
、
猶
拙
僧
初
役
役
僧
中
も
含
置
、
且
又
寺
社
御
奉

行
所
ニ
も
御
含

置
被
成
下
。
深
重
之
思
召
も
有
之
候
間
、
好
淨
寺
儀
ハ
當
住

一
代
限
に
て
、

假
令
新
發
意
有
之
候
共
後
職
相
叶
間
敷
、
向
後
先
規
之
通
り

可
被
願
出
旨
、

日
髙
年
番
安
樂
寺
同
席
ニ
而
被
申
渡
。
猶
安
楽
寺
能
々
承
リ

置
、
日
髙
末
寺

中
へ
此
旨
披
露
致
旨
ヒ
申
付
候
ノ
内
、
存
歎
訴
願
下
ヶ
致

？

？

付
。
好
淨
寺
智
廣

へ
御
留
守
職
被
申
付
候
也
。

右
智
廣
五
十
余
歳
ニ
而
御
留
守
居
職
被
申
付
、
七
ヶ
年
相
勤
天
保
五
年

三
午

月
發
病
相
果
て
時
、
又
々
跡
役
之
義
好
淨
寺
新
發
意
賢
随
ニ
相
願
度
、
末
寺

一
統
の
評
決
ニ
付
、
先
好
淨
寺
智
廣
へ
役
儀
ヒ
申
付
候
節
。
假
令
新
發
意
有

之
候
共
後
職
相
叶
ふ
間
敷
旨
、
御
輪
番
所
御
取
扱
ニ
有
之
候
處
、
此
度
も
又



候
好
淨
寺
へ
と
相
願
候
付
、
ふ
得
止
寺
國
御
両
方
へ
、
當
寺
住
職
賢
信
よ
り

再
三
歎
訴
申
上
候
處
、
天
保
六
年

九
月
二
十
日
、
寺
社
御
奉
行
西
山
輿
七

未

郎
殿
御
屋
敷
へ
、
西
圓
寺
門
徒
年
行
司
御
呼
登
し
に
付
、
當
寺
且
中
利
兵
衛

壱
人
罷
出
候
處
、
寺
旦
一
心
底
之
趣
段
々
御
聞
糺
し
ニ
相
成
り
候
付
。
一
旦

？

好
淨
寺
へ
と
相
願
、
御
留
守
居
職
を
奪
取
っ
て
、
私
共
手
次
西
圓
寺
へ
、
被

申
付
度
と
強
て
申
義
ニ
而
は
無
之
、
日
髙
御
坊
開
闢
以
來
西
圓
寺
・
三
寶
寺

湯
川
直
光
正
血
之
両
寺
よ
り
連
綿
相
續
仕
來
候
處
。
去
ル
文
政
十
一
子
二
月

よ
り
、
外
姓
好
淨
寺
へ
被
申
付
候
義
、
古
來
之
規
格
も
は
つ
連
、
私
共
手
次

西
圓
寺
身
ニ
取
り
て
ハ
先
祖
ヘ
對
し
ふ
孝
。
旁
々
以
歎
ク
敷
奉
候
存
間
、
何

卆
古
來
之
由
緒
相
立
候
様
、
子
孫
の
身
ニ
取
て
ハ
聊
ニ
て
も
、
先
祖
ニ
孝
心

相
立
候
様
御
取
扱
ヒ
成
下
候
は
ゞ
、
此
度
末
寺
申
願
之
通
ニ
相
成
候
は
ゞ
、

郡
内
法
中
和
合
仕
、
御
坊
所
御
繁
昌
之
基
と
誰
有
奉
候
と
申
上
候
處
。
左
様

候
へ
ば
、
此
度
ハ
末
寺
申
願
之
通
申
付
候
間
。
猶
其
方
共
願
の
趣
も
慥
に
聞

届
ケ
置
、
先
ツ
今
日
は
引
取
べ
し
と
ヒ
申
付
、
同
日
夜
半
ニ
皈
宅
い
た
し

候
。

其
後
鷺
森
御
坊
輪
番
所
よ
り
、
西
圓
寺
賢
信
仰
召
ニ
付
罷
出
候
處
、
日

高
御

坊
御
留
守
居
好
淨
寺
命
終
之
後
、
同
寺
新
發
意
へ
相
願
度
旨
、
日
髙
御

末
寺

中
よ
り
被
願
出
候
付
、
願
之
通
聞
届
ケ
候
義
ハ
勿
論
ニ
候
。
然
處
其
寺

よ
り

湯
川
直
春
の
由
緒
を
申
立
連
々
申
出
ノ
趣
、
尤
先
役
恩
性

寺
取
扱
之

趣
、
段

々
御
記
録
取
調
候
處
相
違
無
之
候
。
何
れ
御
殿
へ
も
窺
候
處
、
其
寺

先
代
ニ

お
い
て
不
調
法
の
義
も
有
之
候
得
共
。
是
又
年
暦
を
経
る
事
ニ
候
へ



ば
、
御

慈
悲
の
御
沙
汰
を
以
、
由
緒
正
敷
家
柄
に
候
へ
ば
、
尤
其
方
へ
御
役

可
ヒ
申

付
候
御
熟
意
。
且
又
寺
社
御
奉
行
所
ハ
勿
論
之
事
、
夫
ニ
付
段
々
御

末
寺
申

被
是
呼
寄
御
糺
ニ
相
成
候
得
共
、
一
統
連
判
の
上
強
而
好
淨
寺
へ
と

申
事
故
、

此
節
其
方
へ
ヒ
申
付
。
而
は
第
一
御
坊
所
の
御
爲
方
ニ
も
相
成
不

申
、
此
段

可
上
恐
入
候
付
、
而
ハ
其
身
之
爲
ニ
も
不
宣
候
間
。
此
段
能
々
被

相
弁
、
先

ツ
此
度
之
處
は
今
一
應
御
末
寺
中
願
之
通
り
ニ
相
成
候
は
ゞ
、
郡

内
法
中
和

合
い
た
し
、
以
後
の
爲
ニ
も
相
成
可
申
候
間
。
此
段
御
請
可
ヒ
申

上
候
。
然

ニ
其
方
由
緒
ニ
付
、
此
度
格
別
之
御
沙
汰
を
以
、
一
代
國
絹
袈
裟

御
免
被
成

候
之
間
。
是
亦
難
有
御
請
可
申
上
候
様
御
申
渡
ニ
相
成
。
猶
寺
社

御
奉
行
所

ニ
於
て
も
、
右
同
様
御
申
渡
ニ
付
、
早
速
御
請
書
差
出
候
付
。
天

保
六
年

十
月
、
好
淨
寺
先
住
新
發
意
賢
随
へ
、
御
留
守
居
職
被
申
付
同
月
晦

未

日
ニ
入

院
相
成
候
事
。
天
保
七
年

西
圓
寺
住
職
賢
信
へ
、
思
召
を
以
一

丙
申

代
絹
袈

裟
拝
受
可
被
仰
付
旨
ニ
付
、
五
月
晦
日
國
元
發
足
六
月
六
日
京
着
、

夫
よ
り

八
月
三
日
迄
在
京
、
七
月
廿
六
日
御
殿
御
さ
屋
之
間
ニ
お
以
て
、
御

用
番
嶌

田
左
兵
衛
殿
よ
り
、
國
絹
袈
裟
拝
受
被
仰
付
、
同
月
廿
九
日
御
免
許

被
成
下

候
。
夫
ニ
付
未
タ
四
尊
之
御
影
無
之
候
付
、
御
次
第
不
相
立
候
条
、

實
ニ
御

殿
ニ
も
御
迷
惑
ニ
被
思
召
候
間
、
右
御
影
可
御
願
出
候
様
被
仰
付
候

付
。
此

段
國
元
へ
掛
合
候
處
、
門
徒
共
よ
り
御
請
可
申
上
様
と
の
義
ニ
付
、

早
速
御

影
願
込
皈
國
い
た
し
候
事
。
夫
よ
り
寺
檀
共
種
々
心
配
い
た
し
居
候

處
、
同

年
之
秋
大
凶
作
、
翌
年
ニ
至
り
米
穀
大
髙
直
ニ
相
成
り
、
未
々
の
輩

ね



野
山
之

草
・
或
ハ
木
の
實
之
類
を
食
し
、
一
命
を
繋
キ
兼
。
道
路
ニ
餓
死
す

る
も
の

其
數
を
知
ら
ず
。
俗
に
三
百
目
年
と
い
ふ
。
此
の
如
き
の
飢
饉
い
か

年

目

？

な
る
願

望
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
中
々
容
易
ニ
可
成
時
に
あ
ら
ず
。
雖
然
本
寺

の
厳
命

難
黙
止
、
寺
担
心
を
労
す
る
こ
と
、
言
語
に
絶
え
た
り
。
然
処
天
保

八
年

九
月
、
誓
詞
上
京
被
仰
出
候
付
、
御
影
様
御
冥
加
金
調
進
不
仕
り
、
而

酉

ハ
上

京
難
致
、
又
々
心
配
其
段
門
徒
末
々
迄
、
示
談
ニ
及
候
處
中
々
決
択
難

相
成
。

夫
故
時
之
世
話
人
粉
骨
之
出
精
ニ
依
っ
て
、
三
拾
両
余
之
金
子
調
達

以
て
、

十
月
十
五
日
發
足
上
京
、
血
誓
故
障
な
く
相
済
十
一
月
十
三
日
皈

坊
、
其
以

來
少
々
不
快
之
処
、
次
第
ニ
重
病
に
相
成
り
、
終
ニ
極
月
十
二
日

賢
信
命
終
。

翌
天
保
九
年

五
月
十
三
日
、
太
子
・
七
高
僧
・
前
住
信
明

戊
戌

院
様
・
御
開

山
様
右
四
尊
之
御
眞
影
、
御
用
番
池
永
大
隅
介
殿
御
次
所
を
以

御
免
ヒ
成
下
。

同
年
八
月
御
迎
之
爲
當
寺
住
職
代
と
し
て
、
和
田
浦
常
徳
寺

三
男
眞
超
并
當

寺
門
徒
九
兵
衛
・
喜
太
夫
・
文
助
右
四
人
上
京
、
無
矣
事
供

奉
御
下
向
被
爲

在
候
事
也
。

扨
又
御
坊
御
留
守
居
職
好
淨
寺
賢
随
、
去
ル
天
保
六

十
月
よ
り
安
政
年
度

未

之
未
、
萬
延
之
比
迄
相
勤
、
自
然
不
皈
衣
ニ
相
成
、
自
分
よ
り
辞
職
ス
。
夫

よ
り
近
寺
五
ヵ
寺
、
月
番
を
以
御
留
守
居
代
勤
い
た
し
候
。

巳

上

名
屋
浦
源
行
寺
ハ
蓮
如
上
人
御
開
創
。
其
祖
先
ハ
湯
川
左
衛
門
次
郎
ト
云
。



此
左
衛
門
次
郎
ハ
、
湯
川
直
光
四
代
前
湯
川
直
永
ノ
兄
弟
歟
又
ハ
子
な
ら
ん

ト
云
傳
ふ
。

吉
原
浦
松
見
寺
ハ
開
基
相
不
知
、
元
日
髙
三
十
六
道
場
之
内
に
て
一
向
宗

也
。

文
禄
三
年
よ
り
寛
永
十
二
年
迄
四
十
二
年
、
乘
圓
と
申
僧
住
持
に
て
有

之
候

處
、
寛
永
十
二
年
ニ
天
台
ニ
改
宗
し
、
其
後
十
九
年
ハ
罷
在
、
承
應
二

年
巳

年
九
十
一
歳
ニ
而
相
果
申
候
。

惠
解
の
鳳
生
寺
ハ
、
湯
川
氏
七
世
天
誉
居
士
の
建
立
に
て
、
襌
僧
箕
外
和
尚

の
開
基
と
ひ
ふ
。
湯
川
氏
の
時
近
郷
及
熊
野
村
ニ
寺
領
あ
り
し
と
云
フ
。
佛

殿
の
傍
、
直
光
の
木
像
を
安
置
す
。

小
松
原
法
林
寺
ハ
直
光
の
建
立
。
其
三
男
法
号
存
誉
の
開
基
。
存
誉
自
筆
の

位
牌
あ
り
。

吉
原
浦
閑
壽
寺
ハ
天
文
年
中
、
湯
川
乘
圓
俗
名
粂
之
亟
晴
復
開
基
、
二
代
目

ハ
了
圓
。

開
キ
乘
圓
之
儀
、
年
号
月
日
不
詳
候
故
、
あ
ら
ゆ
る
處
穿
鑿
致
し
た
る
に
、

旧
紙
の
中
に
而
分
り
難
く
候
へ
ど
も
、
唯
湯
川
と
御
の
字
と
分
り
、
又
永
禄

ニ
歟
三
歟
是
に
而
己
分
り
候
。
津
ら

年
代
記
を
以
考
ふ
る
に
、
當
寺
開

く

か



基
僧
ハ
天
文
年
中
と
あ
り
、
天
文
元
年
よ
り
永
禄
二
年
迄
ハ
二
十
八
年
ニ
な

れ
ば
、
此
の
年
ニ
尢
乘
圓
命
終
致
し
、
其
法
名
な
る
も
の
か
、
依
之
是
を
思

ふ
に
能
相
當
る
歟
。

然
ハ
開
基
乘
圓
事
、
年
月
忌
日
定
る
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
右
永
禄
二
十
三

年
之
頃
よ
り
、
繰
求
め
年
忌
前
後
な
る
共
、
年
回
相
営
て
喜
歟
、
永
禄
二
年

？

よ
り
今
天
保
十
四

年
迄
二
百
八
十
五
年
ニ
成
。

卯



日

本

僧

墨
染
め
衣
は
着
て
も
君
か
爲

赤
き
心
は
か
は
ら
ざ
り
け
り

某
老
人
ニ
示
す

花
を
見
て
楽
し
む
翁
心
せ
よ

長
閑
き
春
も
嵐
吹
く
な
り



本
書
故
森
彦
太
郎
先
生
藏
書
よ
り
転
寫
す

昭
和
貳
拾
八
年
弐
月
拾
弐
日

清

水

長
一
郎

あ
と
が
き

本
書
原
本
は
森
彦
太
郎
先
生
の
所
藏
に
係
り
、
昭
和
廿
八
年
弐
月
拾
弐
日
寫
本
せ
る
も

の
な
り
。

今
回
、
湯
川
氏
の
依
頼
に
よ
り
『
湯
川
記
』
・
『
湯
川
實
記
』
を
写
本
せ
る
際
、
同
じ

く
湯
川
一
族
関
係
の
記
事
多
け
れ
ば
写
本
せ
り
。

文
中
誤
字
せ
る
分
、
不
明
の
文
字
あ
る
も
考
究
の
日
時
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
と
す
。

清

水

長
一
郎

右
ま
で
は
父
が
森
彦
太
郎
先
生
藏
書
の
『
日
髙
御
坊
來
由
・
附
湯
川
傳
記
』
の
内
『
日

髙
御
坊
來
由
』
で
あ
る
。
昭
和
貳
拾
八
年
弐
月
拾
弐
日
に
森
先
生
の
藏
書
よ
り
毛
筆
で

転
寫
し
て
あ
り
、
次
頁
か
ら
『
湯
川
實
記
』
が
写
本
さ
れ
て
い
る
。
年
月
不
詳
な
る

が
、

右
あ
と

が
き
の
通
り

、
ペ
ン
字
で
市
販
の
原
稿
用
紙
に
再

録
の
『
日
髙
御
坊
由

来
』
も

在
り

、
双
方
参
照
し
な
が
ら
活
字
化
し
た
が
、
其
の
後
『
御
坊
市
誌
史
料
編

Ⅰ
』
の
中

に
、
『
日
髙
御
坊
來
由
』
は
、
『

田
畠
名
寄
帳
』
・
『
薗
御
坊

日
高
御
坊
汁
物

住
職
歴
代
書

上
』
の
項
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
判
っ
た
。

清

水

章

博

平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
三
月
三
十
一
日



湯

川

傳

記



湯

川

傳

記

元
祖

武
田
三
郎
忠
長

五
峰
居
士

甲
斐
源
氏

法
名

新
羅
三
郎
義
光
七
代
後
胤

武
田
次
郎
範
長
四
男
也

一
書
ニ
曰

義
光
六
代
末
裔
武
田
大
膳
太
夫
信
光
二
男

武
田
悪
三
郎
信
忠

父
勘
當
人
平
泰
時
種
々
扱
ひ
給
へ
共
曾
テ
同
心
セ
ズ

後
紀
召
熊
野
ニ
至
ル

是
湯
川
ノ
祖
也
ト
云
フ

武
勇
の
譽
れ
世
に
高
か
り
け
る
。
勅
勘
を
蒙
り
熊
野
湯
川
に
遠
流
せ
ら
る
。
其

此
熊
野
ニ
賊
徒
あ
り
て
人
民
を
な
や
ま
す
。
帝
都
よ
り
討
手
を
下
し
け
れ
ど

も
、

幽
谷
に
隠
れ
て
亡
し
難
し
。
爰
に
武
田
三
郎
彼
悪
賊
を
、
岩
神
峠
ニ
か
り

出
し

組
ん
で
谷
底
へ
落
る
。
則
賊
を
お
さ
へ
て
首
を
か
り
ん
と
す
る
に
、
太
刀

ハ
抜

て
鞘
計
り
残
り
ぬ
。
見
上
れ
ば
太
刀
岩
の
上
に
留
り
た
り
。
神
力
不
思
議

ニ
名

劔
に
て
、
お
の
れ
と
す
べ
り
落
て
三
郎
の
手
に
渡
り
し
か
ば
、
遂
ニ
悪
賊

の
首

を
斫
て
亡
し
け
る
。
帝
御
感
斜
な
ら
び
勅
勘
を
許
さ
れ
、
剰
へ
牟
婁
郡
を

三
宝
寺
系
圖

賜
り

人
民
の
卮
難
を
救
ふ
に
よ
り
て
京
都
六
波
羅

今
ニ
千
手
村

此
れ
よ
り
件
の
太
刀
を
岩
す
べ
り
と
呼

よ
り
牟
婁
一
郡
永
代
与
堵
の
御
教
書
を
賜
は
る

湯
川
太
良
左

び
、
夫
れ
よ
り
芳
養
庄
内
梅
と
い
ふ
所
ニ
居
住
す
。

衛
門
方
ニ
持

二
代

湯
川
庄
司
光
長

天
心
道
誠

傳
ふ

法
名

三
代

武
田
彌
太
郎
光
春

祖
印
宗
源

法
名



此
彌
太
郎
勇
力
人
ニ
勝
れ
、
本
宮
の
湯
の
峯
に
て
天
狗
を
切
し
、
羽
切
丸

の
太
刀
是
、
又
家
の
重
寶
也
。
其
時
天
下
大
ニ
乱
れ
て
、
後
醍
醐
天
皇
野

勅
命
に
よ
り
て
、
宮
方
の
武
将
新
田
義
貞
・
楠
正
成
、
武
家
の
大
將
足
利

尊
氏
と
合
戰
止
時
な
く
、
紀
伊
國
の
八
庄
司
湯
川
・
玉
置
・
恩
地
・
牲
川

・
貴
志
・
荒
川
・
湯
浅
・
田
辺
の
別
當
も
、
皆
吉
野
宮
方
ニ

成
り
け
る

に
、

彌
太
郎
い
か
ゞ
思
ひ
け
ん
。
延
文
五
年
の
春
足
利
新
將
軍
義
詮
の
御

手
ニ

属
し
、
數
度
武
功
あ
る
に
依
り
て
、
有
田
・
日
高
・
牟
婁
の
三
郡
永

代
安

堵
の
御
教
宣
を
賜
り
、
日
高
郡
亀
山
の
峯
ニ
城
槨
を
構
へ
、
紀
伊
國

の
旗

頭
と
し
て
代
々
足
利
公
方
へ
仕
へ
け
る
。
此
時
湯
川
の
門
の
扉
に
落

首
を

書
く
。

宮
方
の
鴨
頭
に
な
り
し
ゆ
の
か
わ
も

？

都
に
入
り
て
難
の
香
も
せ
ず

作
者

の
庄
司

□
□

四
代

湯
川

秀
景

天
源
宗
泉

小
次
郎

法
名

五
代

湯
川
庄
司
弥
五
郎
秀
光
よ
り
天
章
慶
祐

三
宝
寺
系
圖

？

六
代

湯
川
庄
司
弥
三
郎
秀
直

湯
白
源
清

七
代
円
感
視
公

法
名

七
代

湯
川
中
務
少
輔
太
郎
秀
直

天
龍
源
譽

八
代
天
龍
源
譽

法
名

此
時
惠
解
の
鳳
生
寺
を
建
立
し
襌
僧
箕
外
和
尚
を
開
基
と
す
。

八
代

湯
川
庄
司
五
郎
直
長

円
感
視
公

九
代

治
部
太
輔
三
郎
直
和

一
河
宗
純

？



十
代

宮
内
少
輔
政
春

岱
宗
建
康

釋
迦
寺

此
政
春
軍
學
・
和
歌
の
道
に
も
達
し
け
る
。
足
利
將
軍
義
澄
の
代
ニ
、
南

方
副
將
軍
と
な
し
、
錦
の
直
垂
を
給
り
け
る
。
有
時
政
春
野
邊
に
出
で
て

ひ
た
た
れ

岩
す
べ
り
の
太
刀
を
抜
き
け
れ
ば
、
刃
風
に
麻
の
切
れ
け
れ
ば
、
そ
れ
よ

り
麻
丸
と
い
ふ
。
政
春
常
ニ
連
歌
を
好
み
宗
祇
を
師
友
と
し
、
歌
仙
臺
を

建
て
ゝ
會
を
な
す
と
い
ふ
。

宗
祇
天
下
の
宗
匠
ニ
擧
ら
れ
し
時

阿
ら
ぬ
名
を
か
る
や
山
ひ
こ
郭
公

宗
祇

只
卯
の
花
山
は
嶺
の
白
雪

政
春

十
一
代
湯
川
民
部
少
輔
直
光

祥
岩
宗
吉

此
直
光
迄
亀
山
ニ
在
城
し
け
る
に
、
山
高
し
て
寒
雪
強
け
れ
ば
小
松
原
ニ

三
寶
寺
系
図

構
え
て
、
常
に
居
住
す
。
子
息
直
春
の
代
ニ
至
り
て
、
三
郡
の
人

直
治

法
名

夫
を
集
め
て
堀
を
ほ
り
、
矢
さ
渡
を
あ
け
城
郭
堅
固
ニ
成
る
。
其
此
畠
山

詳
岸
宗
吉

高
國
の
子
息
右
京
太
夫
高
政
は
、
和
泉
・
河
内
・
紀
伊
三
ヶ
國
の
守
護
に

て
、
河
内
國
高
屋
ニ
在
城
し
け
る
。
湯
川
・
玉
置
は
公
方
へ
出
仕
被
致
し
、

右
高
政
の
旗
下
な
り
け
れ
ば
高
政
へ
出
仕
す
。
其
の
此
阿
波
國
三
好
修
理

太
夫
の
叛
逆
に
よ
り
、
高
政
紀
伊
國
へ
下
向
し
て
湯
川
を
た
の
ま
れ
け
れ

ば
根
來
寺
の
宗
徒
も
馳
来
た
り
。
泉
・
河
・
紀
三
國
の
勢
を
催
し
泉
劦
久

米
田
に
押
寄
せ
三
好
實
休
を
討
取
り
、
夫
よ
り
三
好
修
理
太
夫
が
立
籠
も

る
飯
盛
の
城
を
取
囲
ミ
、
四
月
五
日
よ
り
五
月
十
九
日
迄
責
め
け
れ
ど



も
、

要
害
堅
固
な
り
け
れ
ば
落
ず

然
處
ニ
三
好
が
舎
弟
攝
津
守
天
王
寺

。

表
へ

中
入
し
戦
ひ
し
か
ば
、
高
政
叶
は
じ
と
高
屋
城
へ
引
退
け
り
。
湯
川

直
光

も
飯
盛
よ
り
教
興
寺
へ
打
出
で
ゝ
、
高
屋
へ
入
ん
と
し
け
る
を
攝
津

守
に

隔
て
ら
れ
、
直
光
初
め
湯
川
常
刀
・
湯
川
右
衛
門
太
夫
・
湯
川
甚
太

夫
・

丸
山
孫
四
郎
・
目
良
治
郎
堪
淸
・
同
五
郎
堪
経
・
侍
大
將
林
重
左
衛

門
等

残
ら
ず
討
死
す
。
干
時
永
禄
五
年
五
月
二
十
日
也
ヤ
。

湯
川
家
ニ
ハ
七
十
三
人
・
國
衆
ニ
ハ
五
十
余
人
・
根
来
寺
二
百
餘
人

都
合
三
百
餘
人
同
日
討
死

三
寶
寺
系
圄

然
れ
ど
も
直
治
壱
人
□
切
抜
け
浪
花
の
御
坊
へ
か
け
こ
み
、
本
願
寺
の
寺
務
證
如
上
人
に
對
面

す
。
上
人
い
た
は
り
慰
た
ま
ひ
、
其
後
騎
馬
参
拾
人
を
副
へ
南
紀
小
松
原
野
居
城
へ
送
る
。
直

治
此
恩
を
謝
ぜ
ん
が
た
爲
ニ
、
吉
原
浦
へ
九
間
四
面
野
草
葺
野
御
堂
を
建
立
し
、
有
田
郡
星
尾

山
神
光
寺
之
靈
佛
立
像
野
阿
弥
陀
を
取
来
た
り
本
尊
と
候
。
直
治
次
男
治
部
少
輔
信
春
入
道
祐

存
此
寺
ニ
住
す
。
其
後
證
如
上
人
自
身
野
姿
を
繪
出
世
。
裏
ニ
吉
原
御
坊
舎
常
住
枝
と
奉
記
し

？

て
住
持
與
へ
ら
る
。
こ
れ
薗
の
□
坊
の
寶
物
な
れ
る
。

十
二
代
湯
川
中
務
少
輔
直
春

光
峯
淨
照

小
松
原
の
城
ニ
住
し
一
族
郎
等
評
議
せ
る
は
、
紀
伊
國
の
武
士
秀
吉
ニ
随

は
ざ
る
の
間
、
近
ニ
討
手
を
さ
し
向
け
ら
る
ゝ
由
。
い
か
ゞ
せ
ん
と
衆
議

ま
ち

な
り
。
直
春
は
秀
吉
へ
従
ふ
心
な
し
。
爰
ニ
和
佐
城
主
玉
置
大

く

膳
亮
直
和
と
申
ハ
、
直
春
の
聟
な
り
け
れ
ば
、
便
を
立
て
ゝ
秀
吉
へ
敵
対

の
趣
申
随
な
れ
ど
も
、
玉
置
は
秀
吉
へ
会
躰
に
て
直
春
へ
同
心
な
し
。
依



り
て
直
春
娘
を
取
皈
し
後
、
軍
を
ん
と
嶋
右
馬
亟
を
以
迎
の
輿
を
遣
し
け

？

？

？

れ
ど
も
、
玉
置
が
妻
使
者
に
對
面
し
て
申
す
ニ
ハ
、
親
子
引
分
れ
敵
味
方

と
成
る
こ
と
、
天
の
恐
あ
り
と
い
へ
共
、
夫
婦
の
契
り
を
結
び
御
節
ニ
至

り
、
何
故
ニ
夫
を
見
捨
て
候
の
べ
き
や
と
、
戻
る
扁
き
氣
ざ
し
那
し
。
今

は
力
及
ば
ず
、
古
田
外
記
・
脇
田
藤
六
・
林
和
歌
太
夫
・
玉
井
善
左
衛
門

・
丸
山
主
計
・
平
井
・
荊
木
・
塩
路
・
高
垣
都
合
其
の
勢
弐
百
餘
騎
、
和

佐
手
取
り
城
へ
押
し
寄
を
、
戦
ひ
中
半
ニ
玉
置
よ
り
秀
吉
公
へ
、
湯
川
叛

逆
な
り
と
註
進
す
。
依
り
て
秀
吉
下
向
と
聞
き
し
か
ば
、
直
春
軍
を
止
て

本
城
に
皈
る
。
天
正
十
三
年
秀
吉
公
よ
り
大
和
大
納
言
秀
長
卿
・
羽
柴
中

納
言
秀
次
卿
數
万
騎
を
引
卆
し
、
紀
伊
國
へ
発
向
し
三
月
廿
四
日
ニ
根
來

寺
を
攻
落
し
、
同
月
太
田
の
城
を
崩
し
、
熊
野
へ
は
仙
石
權
兵
衛
・
尾
藤

左
衛
門
等
海
陸
よ
り
込
入
り
の
由
聞
へ
し
か
ば
、
小
松
原
の
城
へ
集
る
人

々
に
は
、
湯
淺
權
之
頭
・
宮
崎
右
馬
丞
等
群
集
す
る
と
い
へ
と
も
、
領
在

？

田
・
雜
賀
之
ミ
ち

・
比
井
浦
・
三
穂
の
海
中
に
兵
舩
數
万
艘
見
え
け

く

れ
バ
、
小
松
原
野
城
へ
火
を
か
け
、
直
春
熊
野
へ
落
候
。
相
從
士
に
は
湯

川
兵
部
安
藝
守
宗
慶
・
上
野
城
主
湯
川
兵
部
太
夫
・
泊
城
主
湯
川
式
部
太

夫
教
春
・
同
苗
熊
之
助
春
次
等
都
合
其
勢
二
百
餘
騎
。
三
月
廿
六
日
小
松

原
の
城
を
出
て
ゝ
其
夜
芳
養
泊
城
ニ
着
す
。
翌
廿
七
日
芳
養
奧
龍
神
城
に

入
り
、
夫
よ
り
近
露
の
横
矢
乃
館
ニ
移
る
。
次
第
ニ
集
る
湯
川
の
勢
三
百

餘
騎
に
し
て
、
專
防
戰
の
調
略
を
相
成
し
に
け
る
。
上
方
の
大
將
仙
石
權

？



兵
衛
・
尾
藤
久
右
衛
門
・
藤
堂
輿
右
衛
門
・
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
・
宇
野
若

狭
守
・
青
木
勘
兵
衛
・
杉
若
越
後
守
等
其
勢
三
千
餘
騎
。
芳
養
泊
の
城
ニ

入
替
り
、
田
邊
の
宿
へ
陣
を
張
る
。
至
ル
所
之
神
社
・
仏
閣
・
民
家
・
小

屋
ま
で
焼
拂
、
農
夫
は
山
村
ニ
遁
散
り
て
家
業
を
忘
れ
た
り
。
直
春
は
山

本
主
膳
等
と
手
を
合
し
、
潮
見
峠
の
難
嶮
ニ
自
在
ニ
引
受
て
日
々
軍
止
む

時
な
し
。
五
月
上
旬
よ
り
七
月
中
旬
ま
で
責
戰
ふ
と
い
へ
ど
も
、
乎
ゝ
皓

硅
を
不
憫
軍
終
に
落
居
す
。
翌
天
正
十
四
年
秀
吉
公
よ
り
、
本
領
安
堵
爲

る
扁
き
旨
ニ
付
、
直
春
一
族
三
百
餘
人
を
率
ゐ
、
和
劦
郡
山

城
ニ
参
観

す
。

山
本
主
膳
も
是
に
從
ひ
、
秀
長
ニ
謁
せ
ん
と
す
れ
ど
も
數
日

許
さ

ず
、
剰

へ
七
月
十
六
日
直
春
を
旅
舎
に
毒
殺
し
、
主
膳
を
浴
室
に
殺
す
。

其
臣
等

驚
き
怒
り
て
殉
死
す
る
者
多
し
。
爰
に
湊
右
京
遁
れ
皈
り
て
、
栗

山
三
郎

と
共
に
残
兵
を
集
て
芳
養
泊
の
城
を
責
て
、
太
閤
よ
り
置
く
所
の

杉
若
越

後
守
を
斬
て
、
先
君
の
遺
靈
を
慰
め
ん
と
て
、
城
を
襲
ふ
と
い
へ

ど
も
、

克
す
て
戦
死
す
。
直
春
の
子
息
湯
川
丹
波
守
直
行
は
、
父
直
春
卒

去
の
後

大
和
大
納
言
秀
長
卿
よ
り
、
知
行
七
百
石
賜
り
郡
山
に
伺
候
す
。

文
禄
四

年
大
納
言
殿
御
生
害
、
直
行
浪
人
紀
劦
九
度
山
に
住
す
。
慶
長
十

九
年
浅

野
但
馬
守
殿
よ
り
、
先
知
七
百
石
賜
り
大
阪
両
陣
相
勤
。
元
和
五

年
浅
野

家
國
替
藝
劦
廣
嶋
城
ニ
移
る
。
此
時
湯
川
直
行
も
隋
住
、
彼
地
へ

立
越
し

候
も
の
也
。

天
正
十
三
年

秀
吉
公
舎
弟
大
和
大
納
言
秀
長
卿
の
御
領
と
な
る
。

乙
酉



家
臣
一
安
堵
卯
若
山
ニ
在
城
す
。
知
行
七
万
石
。
慶
長
五
年

浅

庚
子

野
紀
伊
守
領
之
、
同
十
八
年
同
苗
但
馬
守
領
之
、
同
二
十

年
大

丁
卯

坂
落
城
、
同
年
五
月
七
日
元
和
改
元
、
元
和
五
年

年
八
月
十
五

己
未

日
南
龍
院
御
頼
宣
卿
任
國
、
紀
伊
七
郡
百
二
十
九
邑
村
数
千
七
十
五

村
、
家
數
六
万
六
千
三
百
六
十
一
棟
、
内
三
千
九
十
六
棟
若
山
分
也
。

知
行
高
三
十
七
万
六
千
五
百
六
十
二
石
五
斗
八
升
六
合

巳

上
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